
リフォームで実現する
マンションストックの

価値向上
～共用部分・専有部分、供給年代の視点から～

我が国のマンションストック総数は2023年末時点で約704万戸、1世帯当たり

平均人員2.21を乗じると約1,516万人となり国民の1割超がマンションに居住している。

また、東京都のマンションストック総数は2017年に約181万戸に達し、

総世帯数の約4分の1に相当している。

このように分譲マンションは都市居住の形態として一般的となっている。

　高経年マンションにおいては居住者と建物両方の老い、いわゆる「2つの老い」が

起きている一方で、多くのマンションは当面そこに建ち続ける。

そのため、マンションは都市の住宅ストックとして良好に保たれる必要がある。

一方で、分譲マンションは戸建住宅など他の建物とは異なる特徴があり、

マンションストックの価値向上を目指すには、管理組合および区分所有者がそれぞれで

それらの特徴を理解して、適切にリフォームを行なう必要がある。

本稿では分譲マンションの特徴、そのうちマンションリフォームに大きく関わる

「一つの建物が共用部分と専有部分に区分されている」、

「供給年代により仕様が似通っている」などについて述べる。

さらにその考え方を元に実務者向けに作成した「マンションリフォームガイド～1980年代編～」

（（一社）マンションリフォーム推進協議（REPCO））の紹介を通して、

マンションストックの価値向上について考えてみたい。

C R I  R E P O R T
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暮らしから考える
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 銅線上のやよいひめ 
春を前にふるさとには風花が舞う。一面の平野。そこ

へ空っ風といわれる乾いた風に乗って遠い山の雪が白い

花のように町へ舞い降りてくる。ちらちらと舞う様は真っ

白いイチゴの花を思わせる。

果物店の店先では真っ白い花から実を結んだ真っ赤な

イチゴの饗宴が始まっている。最高級、近年一粒１万円

ほどの値がついたのは「さくらももいちご」、徳島県佐那

河内村のみで栽培されている。岐阜県の「美人姫」も名

の通り美しい。驚きの白いイチゴは佐賀県産「雪うさぎ」。

ラッキーなことに一度だけ食させていただいたことがある。

白いのに不思議、イチゴの甘酸っぱい美味しさがジュワッ

と口の中に広がった。私が子供の頃のイチゴは粒も小さく、

野イチゴのような酸っぱさがあって、ミルクとお砂糖をか

けて縁側でいただいたものだ。祖母が「春が来たね」と言

う、そのうららかさも懐かしい。

ふるさと群馬が誇るのは「やよいひめ」。以前、私が県

庁の依頼で群馬の農業女性たちのリーダー養成塾の塾

長を務めていた時の塾生の中に、この「やよいひめ」の生

産者がいて、季節が来ると私は注文する。どのようにして「や

よいひめ」は誕生したのか。イチゴといえば福岡県の「あ

まおう」も有名だが栽培できるのは福岡県のみ。そこで隣

の栃木県から「とちおとめ」の株を分けてもらい、群馬の「と

ねほっぺ」と掛け合わせて「やよいひめ」が誕生したという。

トマトはミニトマトに向かい、イチゴは大粒一個の果物に

向かう昨今、1箱に９粒しか入らない大粒のやよいひめ

は圧巻。寒いとイチゴも甘さをぎゅっと閉じこめるので、

今年は良い出来なのだそうだ。

「でも、昨年夏、銅線が盗まれたときは本当に身が凍り

つきました」

近隣では養鶏場の銅線が引き抜かれ、鶏が全滅してい

たのだ。ハウスのイチゴは電気で温風を送られ冬なのに春

が来たと思って実をつける。その温度調整と液肥を送るこ

とができなくなる。銅線泥棒は漆黒の深夜、誰もいないハ

ウスのそばのマンホールから1センチも残さず持ち去った。

レアアースもそうだが、銅も手に入らなくなっていて再確

保するのが大変だったという。

銅線と聞いて、ヨハン・セバスティアン・バッハが作曲し

た「G線上のアリア」が浮かんだ。ヴァイオリンのG線（ソ）

だけを使って演奏する美しい曲で、アリアとは一人で歌う

曲。銅線がうねり、「やよいひめ」は歌う。私のイチゴよ、

赤く甘く大きく育てと。

私たちも暮らしという一本の線の上で人生のアリアを歌っ

ている。3月は様々な卒業、別れの歌を歌う。でも次には

新しい出会いの歌が待っている。

ひとりひとりの歌うアリアが幸せでありますようにと願

いを込めて、このエッセイの最終稿とさせていただきます。

長年にわたりご愛読ありがとうございました。

PROFILE

見城 美枝子
けんじょう みえこ
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56ヵ国訪問／女性の視点で教育や環境、 福祉の問題を鋭く、
やさしく語りかけ、広く支持される。農業を積極的に応援
している。／著作、対談、講演、テレビ等で活躍／リヨン社より、
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ほとんどの方が何気なく使っている ｢マンション｣という言葉。

意外とその概念は難しい。形態から ｢集合住宅｣、所有形態か

ら賃貸の場合 ｢アパート｣、統計上「戸建ではない」場合の ｢共

同住宅｣などいろいろな似た言葉がある。 

｢マンション｣は、マンション管理適正化法で ｢イ「二以上の区

分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあ

るもの並びにその敷地及び附属施設」ロ「一団地内の土地又は

附属施設が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建

物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施

設」 ｣と定義されている。また ｢区分所有や独立の建物が複数あ

り｣、｢敷地、駐車場、遊園地、集会場、給水施設、汚水処理場

などの附属施設が、所有者の共有になっている｣ものを ｢団地｣

という。この「マンション」には戸建住宅等と異なる特徴がある。

主なものを以下に列記する。  

❶～❺はどのマンションにも該当するもの、❻、❼は建物の

形態によるもの、また❽以降は一定の傾向が見られるもの等で

ある。 

建物の性能維持での特徴には⓬ ｢大規模修繕工事を定期的

に行う｣がある。各マンション管理組合で長期修繕計画を設定し、

概ね十数年に一度大規模修繕工事を実施、建物の維持管理に

努めている。これはマンションの利点である。逆に、戸建住宅に

比して一筋縄ではいかない点もある。

まず、❶「一つの建物を区分所有者が共有し」、❷「同一の

管理組合に属して」おり、❹「マンション全体の意志決定は管

理組合が行う」点である。マンションは個人の自由にはならず

意志決定は管理組合が行う。さらに❾「意志決定は管理組合の

総会による」。通常定期総会はその機会は少なく、合意形成も

必要となる。

また⓭「当面はそこに建ち続ける」という特徴もある。近年は

戸建住宅も ｢長期優良住宅｣の概念が普及、長寿命化が志向さ

れ ｢そこに建ち続ける｣ことが増えたと思われる。一方、マンショ

ンは区分所有関係が続くならば管理組合も同様に続くはずな

ので、マンションはほぼ必ずその間「そこに建ち続ける」ことと

なる。

さらに⓮「中古住宅流通の市場で、他の住宅・マンションと比

較され続ける」特徴もある。新築住宅は戸建・マンション共に最

新仕様のものが毎年住宅市場に投入されている。一方、既築マ

ンションの仕様は供給時点のものであり、仮にその性能を維持

していたとしても相対的に陳腐化する。 

もちろん、区分所有者の努力で専有部分の性能向上は可能

である。近年、一般的となったリノベーションにより、中古マンショ

ンでも間取りの変更や設備機器の更新は当たり前に行われ、断

熱改修も内断熱、内窓改修により専有内部から可能である。し

かしそれは各住戸での話であり ｢建物全体の性能向上｣という

わけにはいかない。省エネ性能を例に挙げると、近年の新築分

譲マンションではZEHレベルに達しているが築十数年の中古

マンションでも等級3程度である。つまりわずか十数年で大きく

性能に差がついており、これはマンション全体の性能向上がな

されない限り広がっていく。 

前述のとおり、多くの分譲マンションは長期にわたり使われ

る可能性が高く、住宅ストックとして健全に保たれる必要がある。

供給時の性能を維持するのはもちろんだが、居住者の要望や現

状の性能水準に応じてさらなるバリューアップ、性能向上が求

められる。しかしそれには様々なハードルがある。 

まず、改修費用や合意形成が挙げられるが、マンションには

❺「一つの建物が共用部分と専有部分に区分されている」特徴

がある。マンションは区分所有者で共有するため、建物を共有

する部分と個人で専有する部分に区分されている。しかし、「共

用部分と専有部分がひと続きになっている」工種等では、改修

に当たって共用部分・専有部分両者の摺り合わせが必要となる。

具体的には給排水管が挙げられる。  図1 は排水管の共用部

分・専有部分の区分の概念図であるが、専有部分の枝管（横引

き管）だけを改修しても排水竪管部分が古いままだと漏水など

の問題が起こることがある。逆に、共用部分である排水竪管を

更新する際には専有部分との調整が必要となる。管が貫通して

いる壁や床も解体が必要であるし、区分所有者がこの機会に台

所等のリフォームを図ろうという意向もあろう。さらに、マンショ

ンの築年が古い場合には排水竪管から伸びる枝管が下階のス

ラブから繋がっている、いわゆる ｢スラブ下配管｣（右図赤線）で

あることもある。この場合は、排水竪管更新時に ｢スラブ下配

管｣を解消するよう分岐をスラブ上に設置することが望ましいが、

これも管理組合と区分所有者との個別調整が必要である。

この竪管更新を「本体工事」とすると、壁床解体等は「道づ

れ工事」、台所リフォーム等は「オプション工事」という3つの工

事に分けられるが、これらは  表 1 のとおり所有区分と費用の

支払い区分が全部異なっている。したがって、管理組合がその

手順、考え方を示すなどの調整が重要である。 

当初から入居している居住者はマンション供給当初の性能で

満足されているかもしれないが、中古購入して入居している居

住者は、現在の仕様に近い住まいに改善したいと思っているか

もしれない。それらのニーズに応えることも重要である。また、

住んでいると気に留まらないがマンションの資産価値向上や中

古住宅市場における商品性も重要であろう。マンションは、「出

生コーホート※1」のように❿「供給年代により仕様が似通って

いる※2」ことから同年代のものは比較されやすいため、同年代

に比してバリューアップされたマンションが求められるのでは

なかろうか。 
※1  【コーホート】「コーホート」とは、ある期間に出生・婚姻等何らかの事象

が発生した人を集団としてとらえたものであり、出生によるものを「出
生コーホート」と呼ぶ。（厚生労働省「出生に関する統計」の概況より　
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/
syussyo-4/index.html） 

※2  【供給年代】分譲マンションは戸建てに比して供給するデベロッパーや施
工する建設会社が限られていることに加えて1件の供給戸数が多いため
である。したがって「あの頃供給された物件ならどのような設備がつい
ている」といった相場観が形成される。

❶  一つの建物を区分所有者が共有している。

❷  区分所有者は同一の管理組合に属している。

❸  管理規約、仕様細則等のルールが定められて
いる。

❹  マンション全体の意志決定は管理組合が行う。

❺  一つの建物が共用部分と専有部分に区分され
ている。

❻  上下左右に積層した住戸に集まって住んでいる。

❼  同じ建物では、ほぼ同様の仕様の住戸である。

❽  似通った属性の世帯が住んでいる。

❾  意志決定は管理組合の総会による。

❿  供給年代により仕様が似通っている。

⓫  管理組合を管理会社がサポートしている。

⓬  大規模修繕工事を定期的に行う。

⓭   当面はそこに建ち続ける。

⓮  中古住宅流通の市場で、他の住宅・マンション
と比較され続ける。 

C R I  R E P O R T

国土交通省「マンション管理標準指針（平成17年12月策定）」を元に長谷工総合研究所が作成

排水管の区分（断面略図） 図 1

─共用部分・専有部分、リフォームルール、
　年代別仕様という視点

本体工事、道づれ工事、オプション工事の関係 表1

工事区分 本体工事 道づれ工事 オプション工事

所有区分 共用部分 専有部分

支払区分 管理組合 区分所有者

秋山哲ー、後藤若菜、宇治康直「分譲マンションの共用部分改修と専有部分改修の関係性に関する研究
その4：本体工事・道づれ工事・オプション工事」（2014年、日本建築学会近畿大会）
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黎明期
（60～70年代）

普及期
（1980年代）

拡大期
（1990年代）

品確対応期
（2000年～）

背景 60年代 公団専攻
70年代 民間増加

民間本格参入
プラン フロンテージセーブ マンション安定供給 高層化の進行

シェアハウス・民泊など発生

階高／スラブ厚 2600／ 130 2650／ 150 2700／ 180 3000／ 260

構造関連 旧耐震（帯筋規定71） 新耐震へ（81） 性能評価

省エネ 規制なし 旧省エネ（80） 新省エネ（92） 次世代省エネ（99）

設備 在来浴室 ユニットバス普及 設備多様化 低床 バリアフリー

配管 階下配管 鋼管 階上配管 銅管・鋼管 樹脂管の普及 ヘッダ採用進行

換気 直接排気　システムダクト 個別ダクトの普及 中間ダクトファン 24時間換気義務化

内装 直天・直床 置床導入期 置床普及・ダウンスラブ 置床

大規模修繕時期
共用部修繕内容

第3回以降
建替えも視野に入る時期

第3回
配管更新時期・建具改修

第2回 第1回
タイル剥離対策・高層対応

年代イメージ 高経年対応 ボリューム大・直近の課題 バブル期・設備多様化 性能評価・高層化対応

リフォームの課題 高経年・耐震・配管 配管対応 設備のグレードUP 性能評価有効利用

優良リフォーム フルスケルトン・配管全更新 配管更新を視野 バリアフリー化 新築並みの性能向上

リフォームルール 技術基準（開口ルール）
スケルトン想定

共用部考慮の基準
（開口・配管） 規約化（届出） 高層対応の遵法ルール

技術基準の明確化

道づれ工事 大きく関連（大前提） 発生しやすい 専有部内工事あり 現状は発生は少ない

年代別ポイント 配管がらみ、水回り難しい
高度な経験が必要

大規模リフォームに発展
共用部との関連が多い

設備単純交換は容易
ルール化は必要

ルールは届出中心
高層化対応等ルール化へ

また、窓や玄関ドアなどの開口部は共用部分であるが、

専有部分とみなして区分所有者が性能向上工事を行うこと

を認める場合もある。このような場合に重要な役割を果たす

❸「管理規約、使用細則等のルールが定められている」特

徴がある。マンションの管理や使用に関するルールである「管

理規約」、それに基づいた細かなルールとして「使用細則」、

「リフォーム細則」であるが、これも供給年代によって異なって

おり、それが新しい建物仕様に対応できないこともある。その

ような場合は新しい建物仕様に合わせて変えていかなければ

ならない。 

さらに「建物の性能向上目標」もある。マンションは供給年代

ごとに仕様が異なるので、どれくらい性能向上を行うべきか検

討の必要がある。共用部分は管理組合がマンションの将来を見

越して、専有部分は各区分所有者がそれぞれのニーズに応じて

設定することとなるが「どこまで改善すべきか」について、その

知見や目安が必要となる。 

これらの問題について、長年研究してきたのが（一社）マンショ

ンリフォーム推進協議会（以下「REPCO」と表記）である。本件

ではまずマンションが ｢供給年代別に仕様が異なる｣ことにつ

いて、概ね10年ごとに平面形状や部位別に変遷を整理した。管

理規約等のルールについても同様である。※3  表 2  

これらの情報を、概ね10年ごとの4期に分け、工種別に共用

部分・専有部分の部位の整理や使用細則等のルールの整理等

を行った。その一部は下記のとおりである。 

① 黎明期（1960～70年代、現状仕様と乖離多く、課題多数）
旧耐震、省エネ基準未整備で、既に建替えも視野に入る年代。

設備面では、在来浴室が多く、いわゆるスラブ下配管となり

その移動が難しい。管種も鋼管が多く更新時期を迎えている。

直接排気採用でプラン制限もあり、行灯部屋解消など間取り

変更の要望が多く大規模リフォームが発生している。 

②  普及期（1980年代、共用部分と関連の高いリフォーム）
ユニットバスの普及に伴い階上配管が主流となり、専有部分

でのリフォームが容易な仕様へ変化。また、個別換気ダクト

採用により水回り位置が自由になり住戸内側へ移動。住戸を

増やす目的で間口の狭いフロンテージプランが増加。70年

代物件と異なり新耐震基準（耐震補強不要）かつ旧省エネ基

準が施行されている。

③  拡大期（1990年代、バブル期、性能高度化）新省エネ基準

の採用・樹脂管の普及などにより現在の仕様に近い物件が多

い。設備配置等の関係ではバリアフリー化が進み水回りの床

のみを下げるダウンスラブの採用物件も増加した。また、セキュ

リティ設備の普及と共にインターホン連動の火災報知機など

も普及したことにより一定の注意が必要となった。 

④  品確対応期（2000年代、性能表示普及と高層化）2000年

の品確法（住宅の品質確保の促進等に関する法律）の施行に

より性能表示採用物件が増加し、様々な新しい技術の採用も

進んだ。階高の高い物件も増え、給湯管も樹脂管となりヘッ

ダ導入も進んだ。また24時間換気、次世代省エネ基準も採

用され現在の供給物件に近い仕様となった。また高層物件

の増加もこのころである。 

このように概ね10年をひとまとまりとして整理を行っている。

REPCOではこのアウトプットをリフォーム現場に ｢マニュアル｣

として提供することを検討、実施した。年代の選定については、

４区分のうち、戸数が多くリフォームニーズが高いことに加えて、

耐震性やスラブ下配管等の課題が少ない80年代を先行して作

成した。これらにより共用部分・専有部分の現状とそれぞれの

目指すべき改修手法および性能向上レベルが管理組合、区分

所有者に示された。さらにそれを実施するため、共用部分・専

有部分の整理を行った。①本体工事、②道づれ工事、③オプショ

ン工事のそれぞれの発生、④留意点の整理等を行い、それらを

ルール化し促進方法および留意点の整理を行った。 

これらのアウトプットとして、留意点の全体整理を行い、

適正なマンションリフォーム工事に対応させるために作成し

たものが、「マンションリフォームガイド～1980年代編～」で

ある。  図2  

マンションの年代別仕様変遷とリフォームの課題表2

REPCO資料から長谷工総合研究所が作成

※3  【REPCOの既築マンションに関する調査研究】そのアウトプットは約10
年にわたり日本建築学会大会に発表し続けている。例えば、本稿で取り
扱った｢80年代マンションリフォームマニュアル｣については高橋徹、桒
原千朗、宇治康直、秋山哲一｢分譲マンション供給時期別リフォーム実用
マニュアル作成に向けた分析 その1 総論：専有部分と共有部分双方視点
の横断分析｣、桒原千朗、高橋徹、宇治康直、秋山哲一「同　その2 1980
年代に着目して」（2018年、北陸大会）にまとめている。

共用部分・専有部分の分析 図 2

REPCO資料から長谷工総合研究所が作成

《目的》年代ごとの適正なマンションリフォームの指針
（供給時期別のリフォーム実用マニュアル）

専有部分からの視点

《区分所有者》

性能向上

《横断的視点とは》

ルール化・促進方法の整理

留意点（全体整理）
➡リフォームべからず集

①専有部分＋共用部分の整理
②存在すべきルールの整理
③双方工事からのべからず事例

①先行工事の発生（どちらが先？）
②道づれ工事（共用部分工事時）
③オプション工事（同時工事メリット）
④留意点の整理（将来対応）

年代分析

専有部分と共用部分の整理について
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マンションリフォームガイド～1980年代編～ 図 3

REPCO作成

C R I  R E P O R T

本稿で述べたように、都市圏の長寿命な住宅ストックとして、

分譲マンションは今後一層の性能向上が求められる。そして建

物を健全に保つためにも ｢所有関係が共用部分・専有部分に分

かれる｣、｢供給年代により仕様が似通っている等｣ の特徴を把

握し、管理組合および区分所有者それぞれが適切なリフォーム

を行うことと、それを促す管理規約等のルール整備などの仕組

み作りが必要である。 

その考え方を、実際のマンションリフォーム現場の実態に即

して作成したのがREPCO ｢マンションリフォームガイド｣である。

マンションの大規模修繕やリノベーションなどの専有部分リ

フォームに関わる方に参考にしていただきたい。 

マンション管理・運営の中で自らのマンションをより良くする

ために言及されるのが ｢マンションの将来像の共有｣である。そ

の中には ｢建物価値向上への意志｣も含まれる。 

将来のマンションのあり方や今後目指していく性能水準等を

共有することにより、管理組合は大規模修繕工事等を通して建

物全体の性能向上を目指し、区分所有者は専有部分をより快

適に住めるようリフォームを考える。そしてそれらが円滑に進

むような仕組み作りも重要である。それには、平時からマンショ

ンの将来について管理組合内で気軽に語り合える間柄、コミュ

ニティの形成がこれまた重要なのだろう。

高橋徹（Toru_Takahashi@haseko.co.jp）

する必要がある｣として、専有部分リフォームに関わるルールを

示している。  表 3

本ガイドの冒頭には下記のように記されている。 

今回、供給時期別のハード（建築、設備等仕様）、ソフト（管

理規約・細則等）と法令などを横断的に分析しながら、課題

の整理を行いました。このような情報は、今後マンションリ

フォームに参入する業者の方や、共用部分・専有部分併せ

た建物全体として維持保全を行う管理会社の方々のニーズ

が高いと考えました。

さらに区分所有者様からのリフォーム申請を受ける立場で、

そのリフォームのルール化を検討している管理組合の皆様

にも、参考になると思います。

今回、このリフォームガイドを策定するに当たって、適正な

リフォームを行いマンションストックの価値向上を図るには、

マンションの供給年代に応じた共用部分・専有部分それぞ

れの修繕工事の方法を示すこととリフォーム工事上の注意

点や管理組合での規約・細則のありかた等をわかりやすい

かたちで提供することが不可欠だと考えました。マンション

リフォームに関わる実務者管理組合、区分所有者に、リフォー

ム実用マニュアルとして広く使われることを期待しています。  

本ガイドは、前項で示した供給時期別のハード・ソフト・法令

等の横断的整理と課題整理を行って、リフォーム事業者にわか

りやすいかたちで提供するために作成した。これは、80年代と

いうマンションリフォームのニーズが多いと思われる ｢ボリュー

ムゾーン｣を対象に行った。 

内容としては  図3 に示すように各部位別にページを設け、

実際の工事写真等を掲載し80年代と現在のマンションの仕様

比較を行っている。また、「リフォームトピックス」としてリフォー

ムを促進する施策、そのメリットの他、「リフォーム注意点」、「リ

フォーム禁止事項」、そして「共用部分・管理規約との関わり」

等の項目を示し、会員企業向けに作成した。 

また、本ガイドには、現在のリフォームに対応していない管

理規約等の改善を促す記述がある。｢物理的劣化、機能的劣化

を解消しない限り資産価値の向上は見込めない。品質の確保

と資産価値向上を図るため、管理規約・細則で基準を明確に

工事項目 関連する工事 規約・細則の主な記載項目 記載例

❶躯体の孔空け

●エアコン増設
●給排水管更新
●追い焚き機能
●高効率給湯器の設置

●削孔位置の条件
●削孔径の上限
●削孔方法の限定
●設置が必要なリフォーム工事の限定

●  非耐力壁で鉄筋に干渉しない
位置貫通孔端部から躯体端部まで
100㎜以上確保

●削孔径100φ未満
●ダイヤモンド削孔 レントゲン検査

❷躯体へのアンカープラグ 打ち込み
●二重天井の設置
●配管の固定

●アンカー径、深さの限定
●打ち込み範囲の限定

●削孔深さ削孔径
●  スラブおよび廊下、バルコニーに
面した壁

❸床材の変更
●フローリング施工
●床上げ工事

●遮音性能の確保 ⊿LL- 4等級（LL-45等級）以上 

工事項目 規約・細則の主な記載項目

❶排水竪管更新
●工事範囲と費用負担範囲
●工事立ち合いの同意

❷玄関ドア、窓枠、および窓ガラス

管理規約、細則で決めておくべきルール 表 3

専有部分改修に関わるルール

共用部分改修に関わるルール

REPCO｢マンションリフォームガイド～1980年代編｣より長谷工総合研究所が作成
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